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復
興
交
付
金
事
業
計
画
書
が 

国
に
認
め
ら
れ
ま
し
た 

国
の
財
政
支
援
を
受
け
る
た
め
に
、
市
で
は
、
布
佐
東
部

地
区
の
復
興
に
必
要
な
事
業
費
約
七
億
八
千
万
円
を
盛
り
込

ん
だ
事
業
計
画
書
を
作
成
し
て
、
第
二
回
受
付
期
間
の
四
月

四
日
ま
で
に
、
復
興
庁
に
提
出
し
ま
し
た
。 

そ
の
後
、
復
興
庁
並
び
に
関
係
省
庁
で
審
査
・
調
整
が
行

わ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
復
興
庁
よ
り
、
五
月
二
十
五
日
に
、

〇
復
興
交
付
金
の
交
付
可
能
額
〈
が
通
知
さ
れ
ま
し
た
。 

結
果
は
、
市
が
提
出
し
た
事
業
計
画
書
の
内
、
平
成
二
十

四
年
度
中
に
実
施
予
定
の
事
業
（
事
業
費
総
額
約
二
億
三
千

九
百
万
円
）
が
認
め
ら
れ
、
復
興
交
付
金
と
し
て
、
国
か
ら

約
一
億
七
千
三
百
万
円
が
配
分
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
す
。 

こ
の
結
果
を
受
け
、
事
業
に
必
要
な
経
費
の
予
算
化
（
市

議
会
の
議
決
）
を
は
じ
め
、
事
業
着
手
に
向
け
た
具
体
的
な

作
業
に
着
手
し
ま
し
た
。 

被
災
者
の
皆
さ
ま
に
は
、
事
業
費
予
算
が
確
定
し
た
後
に

説
明
会
を
開
催
し
て
、
具
体
的
な
事
業
内
容
、
進
め
方
の
詳

し
い
内
容
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。 

 ◎
今
回
認
め
ら
れ
た
主
な
事
業
は
次
の
通
り
で
す
。 

〃
小
規
模
住
宅
地
区
改
良
事
業
〄 

 
 

 

・
事
業
の
基
礎
設
計 

・
被
災
危
険
家
屋
の
解
体 

 
 

 

・
改
良
住
宅
（
市
営
住
宅
）
の
実
施
設
計 

〃
市
街
地
液
状
化
対
策
事
業
〄 

 
 

 

・
液
状
化
対
策
事
業
計
画
の
策
定 

 
 

 

・
境
界
杭
（
標
）
の
設
置 

◎
説
明
会
の
予
定 

七
月
六
日
（
金
曜
日
）
午
後
六
時
三
〇
分
か
ら
の

開
催
を
予
定
し
て
い
ま
す
。 

詳
細
は
、
改
め
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。 

  布
佐
東
部
地
区 

 
 

復
興
対
策
室
か
ら
の
お
知
ら
せ 

 

被
災
家
屋
の
取
壊
し
に
向
け
て 

個
別
調
査
を
行
っ
て
い
ま
す 

一
日
も
早
く
復
興
事
業
に
着
手
し
て
い
く
た
め
、
現
在
、

解
体
を
予
定
し
て
い
る
住
宅
の
状
況
や
住
宅
所
有
者
の
ご

意
向
に
つ
い
て
、
改
め
て
調
査
に
回
っ
て
い
ま
す
。 

調
査
の
際
は
、
事
前
に
ご
連
絡
の
上
、
立
会
い
を
お
願
い

す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご
協
力
願
い
ま
す
。 

ま
た
、
解
体
に
際
し
て
は
、
権
利
者
の
同
意
、
家
財
等
の

運
び
出
し
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
家
財
等
の
片
付
け
に
伴
う

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
要
望
を
含
め
、
何
か
ご
丌
明
の
点
が
あ
り

ま
し
た
ら
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

 
 

県
液
被
災
住
宅
再
建
資
金
利
子
補
給
金
制
度
を 

ご
活
用
く
だ
さ
い 

 

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
被
災
し
た
住
宅
の
復
興
を
支
援

す
る
た
め
、
金
融
機
関
か
ら
の
住
宅
再
建
資
金
借
り
入
れ
に

伴
う
利
子
の
一
部
を
補
助
す
る
制
度
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。 

利
子
補
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
方
は
、
震
災
以
降
に

金
銭
消
費
貸
借
契
約
を
金
融
機
関
と
締
結
し
、
平
成
二
十
六

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
融
資
の
実
行
を
受
け
、
被
災
住
宅

の
補
修
や
外
構
工
事
（
門
扉
、
塀
、
車
庫
な
ど
）、
給
排
水

設
備
工
事
な
ど
を
行
う
方
、
被
災
住
宅
に
代
わ
る
住
宅
の
建

設
若
し
く
は
購
入
を
我
孫
子
市
内
で
行
う
方
で
す
。 

 

利
子
補
給
の
額
は
、
対
象
限
度
額
（
１
０
０
万
円
以
上
５

０
０
万
円
以
下
）
で
算
定
し
た
借
入
れ
残
金
に
対
し
、
利
子

補
給
率
（
年
利
２
．
０
％
）
に
相
当
す
る
金
額
を
上
限
と
し
、

期
間
は
、
支
払
い
開
始
日
か
ら
５
年
を
期
限
と
し
ま
す
。 

 

詳
細
に
つ
い
て
は
、
建
築
住
宅
課
ま
た
は
対
策
室
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

 
  

 

発
行
・
問
合
せ
先 

 
 

我
孫
子
市
役
所
布
佐
東
部
地
区
復
興
対
策
室 

（
住
所
）
我
孫
子
市
都
十
‐
一
（
国
道
３
５
６
号
都
交
差
点
脇
） 

（
電
話
）
０
４
‐
７
１
８
５
‐
２
４
６
２ 

（
フ
ァ
ッ
ク
ス
）
０
４
‐
７
１
８
９
‐
０
８
８
１ 

六
月
の
移
動
交
番
開
設
予
定
日 

 

布
佐
東
部
地
区
復
興
対
策
室
の
事
務
所
前
に
、
我
孫
子
警

察
署
の
移
動
交
番
車
が
巡
回
設
置
さ
れ
ま
す
。
移
動
交
番
で

は
、
周
辺
の
警
戒
の
ほ
か
、
各
種
届
出
や
相
談
の
受
け
付
け

も
行
っ
て
い
ま
す
の
で
、
是
非
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。 

々
六
月
の
開
設
予
定
〆 

① 
 

 

一
日
（
金
）
○
午
前
（
開
設
済
み
） 

② 
 

 

八
日
（
金
）
●
午
後 

③ 
 

十
一
日
（
月
）
○
午
前 

④ 
 

十
九
日
（
火
）
○
午
前 

⑤ 

二
十
五
日
（
月
）
○
午
前 

⑥ 

二
十
九
日
（
金
）
○
午
前 

○
午
前
（
十
時
か
ら
十
一
時
三
十
分
ま
で
） 

●
午
後
（
十
三
時
三
十
分
か
ら
十
五
時
ま
で
） 

（
問
合
せ
先
）
我
孫
子
警
察
署
（
☎
７
１
８
２
‐
０
１
１
０
） 

  

 

 

 
 

現
地
視
察
に
ご
理
解
願
い
ま
す 

市
で
は
、
被
災
者
の
皆
様
の
ご
心
情
に
配
慮
し
て
、
こ
れ

ま
で
、
他
の
自
治
体
等
か
ら
の
視
察
に
つ
い
て
は
、
原
則
と

し
て
お
断
り
を
し
て
き
ま
し
た
。 

し
か
し
、
国
の
復
興
交
付
金
を
活
用
し
て
事
業
を
進
め
て

い
く
こ
と
、
ま
た
、
震
災
か
ら
一
年
以
上
が
経
過
し
て
震
災

の
記
憶
が
風
化
し
つ
つ
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
今
後
は
、
被

災
地
の
状
況
を
積
極
的
に
発
信
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と

考
え
、
視
察
を
受
け
入
れ
て
い
く
事
と
し
ま
し
た
。 

被
災
者
の
皆
さ
ま
に
は
、
何
か
と
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま

す
が
、
ご
理
解
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。  
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